
浜松市規則第４２号 

浜松市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則 

 

第１条 浜松市自転車等駐車場条例施行規則（平成６年浜松市規則第２２号）の一部を次

のように改正する。 

改正前 改正後 

（費用の額） （費用の額） 

第６条 条例第８条に規定する規則で定める

額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

第６条 条例第８条に規定する規則で定める

額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

(1) （略）  (1) （略） 

(2) 原 動 機 付 自 転 車  １ 台 に つ き 

３，０５０円 

(2) 原動機付自転車及び小型自動二輪車 

１台につき ３，０５０円 

(3) （略） (3) （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

第２条 浜松市自転車等駐車場条例施行規則の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（趣旨）  （趣旨） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（放置防止の指導等）  

第２条 条例第７条第１項の規定による指導

は、指導書(別記様式)により行うものとす

る。 

 

２ 条例第７条第２項に規定する相当の期間

は、同条第１項の規定による指導を行った

日から起算して１４日間とする。 

 

（自転車等保管台帳の作成等） （自転車等保管台帳の作成等） 

第３条 市長は、条例第７条第２項の規定によ

り自転車等を保管したときは、その旨を当該

自転車等が放置されていた自転車等駐車場

（以下「駐車場」という。）に表示するとと

もに、速やかに自転車等保管台帳を作成する

ものとする。 

第２条 市長は、条例第８条第２項の規定によ

り自転車等を保管したときは、その旨を当該

自転車等が放置されていた自転車等駐車場

（以下「駐車場」という。）に表示するとと

もに、速やかに自転車等保管台帳を作成する

ものとする。 



２ （略） ２ （略） 

（所有者への通知等） （所有者への通知等） 

第４条 市長は、条例第７条第２項の規定によ

り保管した自転車等について、防犯登録、標

識番号等により所有者を確認することがで

きたときは、文書により当該所有者に引取り

を通知するものとする。 

第３条 市長は、条例第８条第２項の規定によ

り保管した自転車等について、防犯登録、標

識番号等により所有者を確認することがで

きたときは、文書により当該所有者に引取り

を通知するものとする。 

２ 市長は、条例第７条第２項の規定により保

管した自転車等の返還の請求があったとき

は、前項の通知書又は当該自転車等の所有者

等であることを証する書類の提示を求める

等により当該自転車等の返還を受けるべき

者であることを確認したうえ、当該自転車等

を返還し、受領書を徴するものとする。 

２ 市長は、条例第８条第２項の規定により保

管した自転車等の返還の請求があったとき

は、前項の通知書又は当該自転車等の所有者

等であることを証する書類の提示を求める

等により当該自転車等の返還を受けるべき

者であることを確認したうえ、当該自転車等

を返還し、受領書を徴するものとする。 

 （自転車等の処分に係る相当の期間）  （自転車等の処分に係る相当の期間） 

第５条 条例第７条第４項に規定する相当の

期間は、第３条第１項の規定による保管の表

示の日から起算して６０日間とする。 

第４条 条例第８条第４項に規定する相当の

期間は、第２条第１項の規定による保管の表

示の日から起算して６０日間とする。 

 （費用の額）  （費用の額） 

第６条 条例第８条に規定する規則で定める

額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

第５条 条例第９条に規定する規則で定める

額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

(1) （略）  (1) （略） 

(2) 原動機付自転車及び小型自動二輪車 

１台につき ３，０５０円 

(2) 原 動 機 付 自 転 車  １ 台 に つ き   

３，０５０円 

(3)  （略） (3)  （略） 

  （事業報告書の提出期限） 

 第６条 浜松市指定管理者による公の施設の

管理に関する条例（平成２０年浜松市条例第

６１号）第９条の規則で定める期間は、毎年

度終了後４５日以内とする。 

 （遵守事項）  （遵守事項） 



第７条 （略） 第７条 （略） 

  （細目） 

 第８条 この規則に定めるもののほか、必要

な事項は、別に定める。 
  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

  別記様式を削る。 

第３条 浜松市自転車等駐車場条例施行規則の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（趣旨）  （趣旨） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

 （利用の種別） 

 第２条 条例第５条に規定する規則で定める

有料自転車等駐車場ごとの利用の種別は、別

表のとおりとする。 

 （定期利用の許可の申請等） 

 第３条 条例第６条第１項の規定による許可

を受けようとする者は、次に掲げる事項につ

いて文書等により指定管理者に申請しなけ

ればならない。 

 (1) 申請者の住所又は所在地並びに氏名又

は名称及び代表者氏名 

 (2) 申請者の電話番号又は連絡先 

 (3) 利用者の区分 

 (4) 車両区分に応じ、防犯登録番号、標識

番号又は車両番号 

 (5) 利用を開始する日 

 (6) 利用する期間 

 (7) 利用する有料自転車等駐車場 

 (8) 車両区分 

 (9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必

要があると認める事項 



 ２ 前項の規定にかかわらず、定期利用者が許

可の更新を受けようとする場合であって、同

項各号（第５号及び第６号を除く。）に掲げ

る事項に変更がないときは、指定管理者が適

当と認める方法により申請することができ

る。 

 ３ 定期利用者は、第１項第１号から第４号ま

でに掲げる事項に変更が生じたときは、その

旨を速やかに文書等により指定管理者に届

け出なければならない。 

 （定期利用の許可） 

 第４条 指定管理者は、前条第１項の規定によ

る申請があったときは、これを審査し、適当

と認めたときは、条例第６条第１項の許可を

し、その旨を申請者に通知する。 

 ２ 指定管理者は、前条第２項の規定による申

請があったときは、指定管理者が適当と認め

る方法により条例第６条第１項の許可をす

ることができる。 

 ３ 指定管理者は、条例第６条第１項の許可を

したときは、定期利用者に対して定期駐車券

及び登録証を交付する。ただし、定期駐車券

の交付について指定管理者が必要がないと

認めたときは、この限りでない。 

 （変更の許可） 

 第５条 条例第６条第２項の規定による許可

を受けようとする者は、変更しようとする有

料自転車等駐車場その他指定管理者が必要

と認める事項を記載した文書等により指定

管理者に申請しなければならない。 

 ２ 前条第１項及び第３項の規定は、前項に規

定する申請があった場合について準用する。 



 （定期駐車券等の再交付） 

 第６条 定期利用者は、定期駐車券又は登録証

を亡失し、又は損傷した場合であって、再交

付を受けようとするときは、理由を付して文

書等により指定管理者に申請しなければな

らない。 

 ２ 指定管理者は、前項に規定する申請があっ

たときは、定期駐車券又は登録証の再交付を

することができる。 

 （定期利用の許可の取消しの申出） 

 第７条 定期利用者が定期利用の許可の取消

しをしようとするときは、その旨を指定管理

者に申し出なければならない。 

 （定期利用の方法等） 

 第８条 定期利用に係る自転車等を入場させ、

又は出場させようとする者は、定期駐車券の

提示又は指定管理者が適当と認める方法に

よる手続を行わなければならない。 

 ２ 定期利用者は、登録証を定期利用に係る自

転車等の見やすい箇所に付けなければなら

ない。 

 ３ 一時利用又は時間利用に係る自転車等を

入場させ、又は出場させようとする者は、指

定管理者が適当と認める方法による手続を

行わなければならない。 

 （利用料金の減免） 

 第９条 条例第８条第２号に規定する規則で

定める場合は次の各号に掲げる者が定期利

用をする場合とし、その減免の割合は当該各

号に定めるものとする。 

 (1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第

２８３号）第１５条の規定により交付さ



れた身体障害者手帳を所持する者 免除 

 (2) 厚生労働大臣が定めるところにより交

付された療育手帳を所持する者 免除 

 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律（昭和２５年法律第１２３号）第  

４５条の規定により交付された精神障害

者保健福祉手帳を所持する者 免除 

 ２ 条例第８条（第２号に係る部分に限る。）

の規定により利用料金の減免を受けようと

する者は、理由を付して文書等により指定管

理者に申請しなければならない。 

 ３ 前項の規定にかかわらず、定期利用者が第

３条第２項の規定による申請を行う場合で

あって、当該定期利用者が減免理由を同じく

して現に受けている利用料金の減免を継続

して受けようとするときは、指定管理者が適

当と認める方法により前項の申請に代える

ことができる。 

 ４ 条例第８条（第２号に係る部分に限る。）

の規定による利用料金の減免を受けた者は、

その事由が消滅した場合には、直ちに指定管

理者に届け出なければならない。 

  （利用料金の還付） 

 第１０条 条例第９条ただし書に規定する規

則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

 (1) 定期利用者が利用を開始する日の前日

までに第７条の規定による定期利用の許

可の取消しを申し出た場合 

 (2) 指定管理者が定期利用者の責めに帰す

ることができないと認める理由により利

用することができなくなった場合 

 ２ 利用料金の還付を受けようとする者は、理



由を付して文書等により指定管理者に申請

しなければならない。 

（自転車等保管台帳の作成等） （自転車等保管台帳の作成等） 

第２条 市長は、条例第８条第２項の規定によ

り自転車等を保管したときは、その旨を当該

自転車等が放置されていた自転車等駐車場

（以下「駐車場」という。）に表示するとと

もに、速やかに自転車等保管台帳を作成する

ものとする。 

第１１条 市長は、条例第１６条第２項の規定

により自転車等を保管したときは、その旨を

当該自転車等が放置されていた自転車等駐

車場（以下「駐車場」という。）に表示する

とともに、速やかに自転車等保管台帳を作成

するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

（所有者への通知等） （所有者への通知等） 

第３条 市長は、条例第８条第２項の規定によ

り保管した自転車等について、防犯登録、標

識番号等により所有者を確認することがで

きたときは、文書により当該所有者に引取り

を通知するものとする。 

第１２条 市長は、条例第１６条第２項の規定

により保管した自転車等について、防犯登録

番号、標識番号、車両番号等により所有者を

確認することができたときは、文書により当

該所有者に引取りを通知するものとする。 

２ 市長は、条例第８条第２項の規定により保

管した自転車等の返還の請求があったとき

は、前項の通知書又は当該自転車等の所有者

等であることを証する書類の提示を求める

等により当該自転車等の返還を受けるべき

者であることを確認したうえ、当該自転車等

を返還し、受領書を徴するものとする。 

２ 市長は、条例第１６条第２項の規定により

保管した自転車等の返還の請求があったと

きは、前項の通知書又は当該自転車等の所有

者等であることを証する書類の提示を求め

る等により当該自転車等の返還を受けるべ

き者であることを確認したうえ、当該自転車

等を返還し、受領書を徴するものとする。 

 （自転車等の処分に係る相当の期間）  （自転車等の処分に係る相当の期間） 

第４条 条例第８条第４項に規定する相当の

期間は、第２条第１項の規定による保管の表

示の日から起算して６０日間とする。 

第１３条 条例第１６条第４項に規定する相

当の期間は、第１１条第１項の規定による保

管の表示の日から起算して６０日間とする。 

 （費用の額）  （費用の額） 

第５条 条例第９条に規定する規則で定める

額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

第１４条 条例第１７条に規定する規則で定

める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

(1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 



 （事業報告書の提出期限）  （事業報告書の提出期限） 

第６条 （略） 第１５条 （略） 

 （遵守事項）  （遵守事項） 

第７条 （略） 第１６条 （略） 

 （細目）  （細目） 

第８条 （略） 第１７条 （略） 

 別表（第２条関係） 

 利用の種別 名称 

一時利用 浜松駅西第三自転車駐車場 浜

松駅西第四自転車駐車場 浜松

駅西第五自転車駐車場 浜松駅

東第一自転車駐車場 浜松駅東

第三自転車駐車場 

時間利用 鍛冶町通り自転車駐車場 千歳

町自転車駐車場 浜松駅西原付

駐車場 浜松駅東原付駐車場 

浜松駅東自動二輪車駐車場 浜

松駅西自動二輪車駐車場 

定期利用 浜松駅西第一自転車駐車場 浜

松駅西第二自転車駐車場 浜松

駅西第四自転車駐車場 浜松駅

東第二自転車駐車場 浜松駅東

第三自転車駐車場 浜松駅西原

付駐車場 浜松駅東原付駐車場

 浜松駅東自動二輪車駐車場 

浜松駅西自動二輪車駐車場 
 

  

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

(1) 第２条の規定 浜松市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例（令和８年浜松市

条例第２２号。以下「改正条例」という。）附則第１項第１号に掲げる規定の施行の日 

(2) 第３条及び次項の規定 改正条例附則第１項第２号に掲げる規定の施行の日（以下

「２号施行日」という。） 

２ ２号施行日から改正条例附則第４項に規定する規則で定める日までの間における第３

条の規定による改正後の浜松市自転車等駐車場条例施行規則の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

第9条の見出し 利用料金 使用料 



第9条第2項から第4項ま

で 

利用料金 使用料 

指定管理者 市長 

第10条(見出しを含む。) 利用料金 使用料 

指定管理者 市長 

 


